
新庁舎規模の算定

新庁舎の必要面積・・・約３６，０００㎡

新庁舎の建設想定面積・・・約３０，０００㎡ 第二庁舎を利用・・・約６，０００㎡

●窓口部門・・・１６，４９９㎡
会計課，交通防犯課，税制課，市民税課，資産税課，納税課，
市民課，市民活動課，地域まちづくり課，国民健康保険課，
介護高齢課，障害福祉課，生活支援課，保護第1～3課，
子育て支援課，こども育成課，子育て相談課，健康推進課，
保健指導課，住宅課，建築指導課，学務課，
選挙管理委員会事務局

●企画・調整部門・・・３，４５３㎡
市長・副市長，政策調整課，政策推進課，総合計画課，秘書課，
財政課，広報広聴課，総務課，管財課，防災課

●民間窓口連携部門・・・９６７㎡
福祉保険課，経済総務課，経済交流課

●管理・専門部門・・・６，９２７㎡
人事課，行政改革課，情報政策課，契約課，市民生活課，
スポーツ課，指導監査課，保健総務課，衛生検査課，
環境政策課，新エネルギー推進課，廃棄物処理課，
環境指導課，農政課，農業振興課，教育長，教育政策課，
教育指導課，学校保健課，社会教育課，文化振興課

●設計施工・管理部門・・・３，８０１㎡
工事検査課，農林整備課，都市計画課，北彩都事業課，
公共建築課，設備課，土木総務課，土木管理課，用地課，
土木建設課，公園みどり課

●その他の部門・・・７７４㎡
監査委員，監査事務局，農業委員会事務局

●民間窓口機能・・・７２０㎡
旭川市社会福祉協議会，旭川商工会議所

●議会機能・・・１，９０７㎡

●市民活動・市民交流支援機能・・・５００㎡

●情報発信機能・シティプロモーション機能・・・９０㎡

●災害対応機能・・・３１５㎡

●利便施設機能・・・２４０㎡
金融機関等窓口機能

１期棟・・・約２３，０００㎡ ２期棟・・・約７，０００㎡ 第二庁舎・・・約６，０００㎡

基本構想

資料５

※各部門の課名は平成２７年４月１日現在


